
■サイバーセキュリティ月間について
　政府では、毎年２月１日から３月18日までの間を

「サイバーセキュリティ月間」としており、道警察に
おいても、同期間中、サイバーセキュリティに関す
る広報啓発活動を集中的に推進しています。
　近年、インターネット空間は、人々の生活に様々
な恩恵をもたらしている一方で、ネットバイキング
による不正送金事案、偽サイトによるフィッシング
詐欺など、国民の生活を脅かすサイバー犯罪が社会
問題となっています。
■サイバー犯罪の被害に遭わないために

・ID やパスワードは、自分自身でしっかり管理する。
・パソコンやスマートフォンには、ウイルス対策

ソフトをインストールする。
・パソコンの基本ソフト（OS）やウイルス対策ソフ

トは常に最新の状態にしておく。
・身に覚えのないメール等の添付ファイルや URL
（http、httpsから始まるアドレス等）は開かない。

・不必要なアプリや信頼のおけないサイトからソ
フトウェアをダウンロードしない。

・定期的にバックアップデータを保存する。
・オンラインショップでの買い物では、そのサイ

トが本物かどうかよく確認する。　
　サイバーセキュリティでは、一つの対策を講ずれ
ば大丈夫という訳ではありません。
　複数の対策を併用し、また、危機意識を持って、
インターネットを安全に利用しましょう。
◎問合せ先
　留萌警察署　☎ 0164-42-0110

サイバーセキュリティに関する普及啓発強化
～サイバーセキュリティは全員参加～

２月７日は「北方領土の日」

　1855 年 2 月 7 日、日本とロシアとの間に日露通　1855 年 2 月 7 日、日本とロシアとの間に日露通
好条約が調印され、北方四島が日本の領土であるこ好条約が調印され、北方四島が日本の領土であるこ
とが両国間で確認されました。1981 年（昭和 56 年）、とが両国間で確認されました。1981 年（昭和 56 年）、
国はこの日を「北方領土の日」と定めています。国はこの日を「北方領土の日」と定めています。
　北方領土返還要求運動の一環として、特別啓発期北方領土返還要求運動の一環として、特別啓発期
間中、下記の施設に署名コーナーを設けましたので、間中、下記の施設に署名コーナーを設けましたので、
お立ち寄りの際はぜひご協力ください。お立ち寄りの際はぜひご協力ください。
■特別啓発期間
　１月 21 日～２月 20 日
■署名コーナー設置施設
　役場総合案内・役場各支所・観光交流センター
◎問合せ先
　企画振興課企画振興係
　☎ 56-2111（内線 207・208・289）

　林退共は昭和 57 年に発足した林業界で働く方の
ために国が作った退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日
数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その従事者が林業界をやめたときに林退共から退職
金を支払うという、いわば林業界全体の退職金制度
です。
■制度の特徴

・掛金は、税法上について、法人では損金、個人
企業では必要経費となります。

・掛金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算

して計算されます。
■事業主の皆様へ

・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付して下
さい。

・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退
するときは、忘れずに退職金を請求するよう指
導してください。

■労働者の皆様へ
・事業所を変わるときは共済手帳を忘れずに受取

りましょう。
・林業界を引退するときは、忘れずに退職金請求

しましょう。
・以前、林業の仕事をされ、林退共制度に加入し

ていた方で、退職金請求手続きをしたお心当た
りのない方は、退職金を受け取っていない可能
性があります。下記へお問い合わせください。

■ホームページでもご案内しております。
　https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
◎問合せ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎ 03-6731-2889　FAX 03-6731-2890

林業退職共済制度（林退共）のご案内

　高齢ドライバーのみなさんやその家族のみなさ
ん。運転に不安を感じたら、まずは相談、気持ちハ
レバレ（8080）
　＃ 8080 に電話してください。
◎問合せ先
　留萌警察署　☎ 0164-42-0110

安全運転相談ダイヤル（＃ 8080）の拡充
～運転に不安を感じたらまず相談～

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の
労災補償・救済について

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者とし
て石綿ばく露作業に従事していたことが原因である
と認められた場合には、労働者災害補償保険法に基
づく各種保険給付や石綿による健康被害の救済に関
する法律に基づく特別遺族給付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い
年月を経て発症することが大きな特徴です。
　中皮腫などで亡くなられた方が過去に石綿業務に
従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対
象となる可能性がありますので、最寄りの労働基準
監督署又は都道府県労働局にご相談ください。
◎問合せ先
　北海道労働局労働基準部労災補償課
　☎ 011-709-2311
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